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衆議院内閣委員会ニュース

平成 24.3.28 第 180 回国会第６号

3月 28日（水）、第６回の委員会が開かれました。

（質疑者及び主な質疑内容）

塩 川 鉄 也君（共産）

・本法律案において想定される人的被害の規模について中川国

務大臣の見解を伺いたい。

・第45条第２項に基づき、新型インフルエンザ等のまん延を防

止するための協力要請を行う対象や期間が、際限なく広がる

のではないかとの懸念に対する中川国務大臣の見解を伺いた

い。

・指定公共機関として日本放送協会が指定されたことにより、

新型インフルエンザの発生時に、政府が放送内容への干渉を

行う恐れがあるのではないか。

浅 尾 慶一郎君（みんな）

・第２条第６号の指定公共機関として政令で定めるものとされ

ている公益的事業を営む法人は、どのような考えに基づきそ

の範囲を定めるのか。

・第20条第１項に基づき、政府対策本部長が指定行政機関や指

定公共機関等に対して行うことができるとされている総合

調整の具体的内容について伺いたい。

・第32条第３項に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置

を実施すべき期間を延長する旨については、国会の承認を得

る必要があるのではないか。

鴨 下 一 郎君（自民）

・パンデミックに至るまでの過程において、誰が全体を把握し、

どのような形で情報を共有していくのか。

・本法案の適用について、新型インフルエンザ以外で想定して

いる疾患は具体的に何か。

・本法案には、国民の権利の制限や放送事業者の放送の自律の

制約を伴う内容が盛り込まれていることに対し批判もある

が、中川国務大臣の所見を伺いたい。

・予防接種については、国は一定額を負担することになってい

るが、財政上の理由から予防接種が十分に行うことができな

い地方公共団体に対しては、国は更なる財政上の支援を行う

必要があると思うので中川国務大臣の決意を伺いたい。

１ 新型インフルエンザ等対策特別措置法案（内閣提出第 58 号）

・中川国務大臣、後藤内閣府副大臣、園田内閣府大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行い、質疑を終局しました。

・質疑終局後、塩川鉄也君（共産）が討論を行いました。

・採決を行った結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

（賛成－民主、自民、公明、みんな 反対－共産）

・津村啓介君外３名（民主、自民、公明、みんな）から提出された附帯決議案について、平沢勝栄君（自民）から趣旨

説明を聴取しました。

・採決を行った結果、賛成多数をもってこれを付することに決しました。

（賛成―民主、自民、公明、みんな 反対―共産）


